
子ども青少年局 幼児施設課 資料２－２ 

（令和 4 年度 第 1 回子ども･子育て会議 R4.7.5） 

 

 

〇栗東市地域における小学校就学前の子どもを対象にした多様な集団活動事業について 

 

 

 【事業の概要】 

 子ども・子育て支援法に規定された地域子ども・子育て支援事業（いわゆる 13 事業）の 1

つ（多様な事業者の参入促進・能力活用事業〔別添参照〕）として、地域や保護者のニーズに

応えて地域において重要な役割を果たしている、小学校就学前の子どもを対象とした多様な

集団活動について、当該集団活動を利用する幼児の保護者の経済負担を軽減する観点から、そ

の利用料の一部を給付する事業。 

 〇対象経費：幼児教育・保育の無償化の給付を受けておらず、かつ、本事業の要件に適合す

る施設等を利用する満 3歳以上の幼児の保護者が支払う利用料 

 〇基 準 額：対象幼児 1人あたり月額上限 20,000円 

 〇支 給 先：保護者 

 

 

 

 【多様な集団活用事業対象施設】 

設置者名 一般社団法人びわ湖の森のようちえん 

設置者の住所 大津市瀬田一丁目 11番 25号 

代表者名 西澤彩木 

施設等の名称 せた森のようちえん 

施設等の所在地等 大津市瀬田南大萱町（びわこ文化公園他）、大津市桐生（田畑）、

栗東市荒張（民家の庭と裏小山） 等 

事業開始 平成 24(2012)年 4月 1日開園 

 ※平成 23(2011)年 7月 5日(試行開始) 

園児数 ※5月 1日現在 令和 3年度：全体 17人（内.栗東市内在住者 3人） 

令和 4年度：全体 12人（内.栗東市内在住者 1人） 

せた森のようちえんの概要 別添パンフレットの写しを参照 

※幼児教育任意団体。園舎を持たずに、豊かな自然の中で野外

体験活動を通じて心身を育み、子どもの主体性を重視し、友

達との遊びや自然体験を通じて自分で考え、行動できるよう

にする幼児教育を実践されています。 

決定年月日 令和４年３月２８日（令和３年度から適用） 

 



※ 幼保連携型については、認可・指導監
督の一本化、学校及び児童福祉施設とし
ての法的位置づけを与える等、制度改善
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